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３
．「
番
号
」
を
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
手
続

　

要
綱
で
は
、「
番
号
」
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
手
続
に
つ
い
て
、
次
の
⑴
〜

⑺
の
例
が
示
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
社
会
保

障
分
野
サ
ブ
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
（
注

１
）、
全
国
知
事
会
等
か
ら
寄
せ
ら
れ
た

意
見
を
検
討
し
、
大
綱
策
定
時
ま
で
に
利

用
範
囲
の
拡
充
を
図
る
と
し
て
い
る
。

　

な
お
、
要
綱
に
は
、
証
券
会
社
な
ど
の

金
融
機
関
で
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
は
盛

り
込
ま
れ
て
い
な
い
。

⑴
国
民
年
金
、厚
生
年
金
保
険
、共
済
年
金

等
の
被
保
険
者
に
係
る
届
出
、
給
付
の
受

給
お
よ
び
保
険
料
の
支
払
に
関
す
る
手
続

⑵
国
民
健
康
保
険
、
健
康
保
険
等
の
被
保

険
者
に
係
る
届
出
、
保
険
料
の
支
払
に
関

す
る
手
続

⑶
介
護
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
届
出
、

保
険
料
の
支
払
に
関
す
る
手
続

⑷
雇
用
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
届
出
、

失
業
等
給
付
の
受
給
に
関
す
る
手
続

⑸
国
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
税

務
署
長
に
提
出
す
る
書
類
へ
の
記
載
お
よ

び
こ
れ
に
係
る
利
用

⑹
地
方
税
に
関
す
る
法
令
ま
た
は
こ
れ
ら

に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共

団
体
に
提
出
す
る
書
類
へ
の
記
載
お
よ
び

こ
れ
に
係
る
利
用

年
４
月
号
で「『
番
号
制
度
』の
検
討
状
況
」

と
し
て
概
説
し
た
の
で
、
本
稿
で
は
、
要

綱
で
番
号
制
度
に
つ
い
て
新
た
に
明
ら
か

に
な
っ
た
事
項
に
つ
い
て
概
説
す
る
。

１
．
番
号
法
の
制
定

　

要
綱
で
は
、
番
号
制
度
に
係
る
共
通
的

な
事
項
に
つ
い
て
規
定
し
た「
社
会
保
障
・

税
番
号
法
（
仮
称
）」
を
制
定
し
、
番
号

制
度
の
基
本
理
念
、
国
・
地
方
公
共
団
体
・

国
民
の
責
務
、「
番
号
」
に
係
る
個
人
情

報
の
保
護
、
な
ど
の
事
項
を
規
定
す
る
と

し
て
い
る
。
こ
の
法
律
は
、
個
人
情
報
保

護
法
の
特
別
法
に
な
る
。

２
．
防
災
福
祉
の
観
点
か
ら
の
利
用

　

要
綱
に
は
、
基
本
方
針
公
表
後
に
東
日

本
大
震
災
が
発
生
し
た
こ
と
を
受
け
、「
今

後
起
こ
り
得
る
大
災
害
に
あ
ら
か
じ
め
備

え
、
実
際
の
災
害
発
生
時
に
即
応
で
き
、

復
興
再
建
の
局
面
で
も
効
力
を
発
揮
す
る

よ
う
、
防
災
福
祉
の
観
点
か
ら
も
、
番
号

制
度
の
在
り
方
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
」

と
新
た
に
明
記
さ
れ
た
。
番
号
制
度
を
災

害
、
復
興
時
に
利
活
用
で
き
る
も
の
に
す

る
こ
と
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

具
体
的
な
利
用
事
務
に
つ
い
て
は
、
２
０

１
１
年
６
月
に
公
表
予
定
の「
社
会
保
障
・

税
番
号
大
綱
（
仮
称
）」（
以
下
、
大
綱
）

に
お
い
て
示
す
と
し
て
い
る
。

　

２
０
１
１
年
４
月
28
日
に
政
府
の
社
会

保
障
・
税
に
関
わ
る
番
号
制
度
（
以
下
、

番
号
制
度
）
に
関
す
る
実
務
検
討
会
は
、

「
社
会
保
障
・
税
番
号
要
綱
」（
以
下
、
要

綱
）
を
公
表
し
た
。

　

こ
れ
は
、
２
０
１
１
年
１
月
31
日
に
政

府
・
与
党
社
会
保
障
改
革
検
討
本
部
で
決

定
し
た
「
社
会
保
障
・
税
に
関
わ
る
番
号

制
度
に
つ
い
て
の
基
本
方
針
」（
以
下
、

基
本
方
針
）
を
踏
ま
え
進
め
て
き
た
検
討

に
基
づ
き
、
法
令
等
で
措
置
す
る
内
容
な

ど
に
つ
い
て
の
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ

る
。

　

基
本
方
針
に
つ
い
て
は
本
誌
２
０
１
１

に
よ
る
個
人
情
報
の
不
正
利
用
や
、
不
正

ア
ク
セ
ス
等
に
よ
る
不
正
取
得
に
直
罰
規

定
（
違
反
者
に
対
し
て
行
政
庁
に
よ
る
是

正
や
中
止
の
た
め
の
指
導
、
勧
告
、
命
令

等
が
行
わ
れ
ず
、
違
反
行
為
が
あ
っ
た
場

合
に
直
ち
に
罰
則
が
適
用
に
な
る
旨
の
規

定
）
を
創
設
す
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に

第
三
者
機
関
の
守
秘
義
務
違
反
に
つ
き
必

要
な
規
定
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
既
存

の
守
秘
義
務
違
反
の
罪
よ
り
罰
則
を
引
き

上
げ
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
罰
則
の

具
体
的
な
内
容
や
法
定
刑
、
他
の
罰
則
の

必
要
性
な
ど
に
つ
い
て
は
今
後
も
検
討
が

進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。 

（
注
１
）
社
会
保
障
・
税
に
関
わ
る
番
号

制
度
と
国
民
Ｉ
Ｄ
制
度
に
関
す
る
共
同
の

検
討
の
場
と
し
て
設
置
さ
れ
た
、
個
人
情

報
保
護
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
お
よ
び
情

報
連
携
基
盤
技
術
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

の
下
に
設
置
さ
れ
、
社
会
保
障
分
野
に
お

け
る
番
号
制
度
の
適
用
に
つ
い
て
検
討
を

行
っ
て
い
る
。

（
注
２
）
法
令
に
基
づ
き
「
番
号
」
を
取

り
扱
い
得
る
事
業
者
（
例
え
ば
、
金
融
機

関
、
健
康
保
険
組
合
お
よ
び
源
泉
徴
収
義

務
者
）
の
ほ
か
業
務
に
よ
り
「
番
号
」
を

知
り
得
た
事
業
者
（
例
え
ば
、「
番
号
」

が
券
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

を
本
人
確
認
書
類
と
し
て
用
い
た
事
業

者
）
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

⑺
社
会
保
障
お
よ
び
地
方
税
の
分
野
に
お

け
る
手
続
の
う
ち
条
例
に
定
め
る
も
の

４
．
法
人
等
に
付
番
す
る
番
号

　

要
綱
で
は
、
次
の
法
人
等
に
対
し
、
国

税
庁
長
官
が
「
法
人
番
号
」
を
付
番
し
、

通
知
す
る
と
し
て
い
る
。
法
人
が「
番
号
」

を
ど
の
よ
う
な
場
面
で
利
用
で
き
る
の
か

に
つ
い
て
は
、
特
段
の
記
載
は
な
い
。

⑴
国
の
機
関
お
よ
び
地
方
公
共
団
体

⑵
登
記
所
の
登
記
簿
に
記
録
さ
れ
た
法
人

等⑶
法
令
等
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
て

い
る
登
記
の
な
い
法
人

⑷
国
税
・
地
方
税
の
納
税
義
務
、
源
泉
徴

収
義
務
、
特
別
徴
収
義
務
、
法
定
調
書
の

提
出
義
務
を
有
す
る
ま
た
は
法
定
調
書
の

提
出
対
象
と
な
る
取
引
を
行
う
人
格
の
な

い
社
団
等

５
．
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

　

要
綱
で
は
、
マ
イ
・
ポ
ー
タ
ル
（
Ｋ
Ｅ

Ｙ
Ｗ
Ｏ
Ｒ
Ｄ
参
照
）
に
ロ
グ
イ
ン
し
た
り
、

「
番
号
」
を
取
り
扱
い
得
る
事
業
者
等
が

本
人
確
認
を
し
た
う
え
で
「
番
号
」
を
確

認
で
き
る
よ
う
に
し
た
り
す
る
た
め
、
番

号
制
度
に
対
応
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
を
交
付

す
る
こ
と
を
検
討
す
る
と
し
て
い
る
。

　

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
券
面
に
は
、「
番
号
」「
氏

名
」「
住
所
」「
生
年
月
日
」「
性
別
」
が

記
載
さ
れ
、
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
が

搭
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

６
．
第
三
者
機
関
の
設
置

　

個
人
情
報
の
適
切
な
取
扱
い
を
担
保
す

る
た
め
の
制
度
的
措
置
と
し
て
、
国
の
行

政
機
関
等
を
監
督
す
る
独
立
性
の
担
保
さ

れ
た
第
三
者
機
関
等
を
設
置
す
る
と
し
て

い
る
。
公
正
取
引
委
員
会
と
同
様
の
独
立

性
を
も
っ
た
３
条
委
員
会
（
国
家
行
政
組

織
法
第
３
条
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
る
行

政
委
員
会
）
と
す
る
方
向
で
あ
る
。

　

具
体
的
に
は
、
第
三
者
機
関
は
内
閣
総

理
大
臣
の
下
に
置
か
れ
、
行
政
機
関
、
地

方
公
共
団
体
、関
係
機
関
お
よ
び
「
番
号
」

を
取
り
扱
う
事
業
者（
注
２
）に
よ
る「
番

号
」
に
係
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
の
監
督

等
を
行
う
と
し
、
監
督
対
象
機
関
等
に
対

す
る
「
番
号
」
の
取
扱
い
に
つ
い
て
資
料

の
提
出
・
説
明
の
要
求
、
立
ち
入
り
検
査
、

助
言
・
指
導
、
勧
告
、
命
令
等
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

７
．
罰
則

　

行
政
機
関
の
職
員
等
が
、
個
人
情
報
を

不
正
利
用
し
た
り
不
正
収
集
し
た
り
す
る

な
ど
の
行
為
に
つ
い
て
、
現
行
の
行
政
機

関
個
人
情
報
保
護
法
よ
り
罰
則
を
引
き
上

げ
る
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
民
間
事
業
者
や
そ
の
従
業
者
等

鳥毛拓馬
大和総研
資本市場調査部
制度調査課　AFP
金融・証券税制、金融
商品会計を中心に税
制、会計制度の調査に
従事。著書として、「法
人投資家のための証券
投資の会計・税務」（共
著、大和証券刊）など。

　

マ
イ
・
ポ
ー
タ
ル
と
は
、
情
報
保
有

機
関
が
保
有
す
る
自
己
の
「
番
号
」
に

係
る
個
人
情
報
等
を
個
々
人
に
合
わ
せ

て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
表
示
す
る
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。
個
人
は
マ
イ
・
ポ

ー
タ
ル
を
通
じ
て
、①
自
己
の
「
番
号
」

に
係
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
の
ア
ク
セ

ス
記
録
の
確
認
、
②
情
報
保
有
機
関
が

保
有
す
る
自
己
の
「
番
号
」
に
係
る
個

人
情
報
の
確
認
、
③
電
子
申
請
、
④
行

政
機
関
等
か
ら
の
お
知
ら
せ
の
確
認
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
ア

ク
セ
ス
記
録
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
マ

イ
・
ポ
ー
タ
ル
へ
の
接
続
が
困
難
な
者

（
例
え
ば
自
宅
に
パ
ソ
コ
ン
を
保
有
し

て
い
な
い
者
）
等
も
行
政
キ
オ
ス
ク
端

末
（
住
民
が
各
種
行
政
サ
ー
ビ
ス
等
を

利
用
す
る
た
め
に
、
行
政
機
関
や
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
の
民
間
事
業

者
店
舗
等
に
設
置
さ
れ
る
情
報
端
末
設

備
の
こ
と
）
で
確
認
で
き
る
よ
う
な
仕

組
み
を
検
討
す
る
と
し
て
い
る
。

マ
イ
・
ポ
ー
タ
ル
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